
平成３１年度島原市建設工事競争入札参加有資格業者 

格付基準における主観的審査事項について 
 

 

主観的審査事項の審査は、次の（１）から（５）により行います。ただし、市外  

業者（市内に本社及び支店等を有しない業者）は、（２）のみにより審査します。 

 

（１）工事種類別工事成績  

審査対象特定日（競争入札参加資格審査における申請業者の状態を特定する日。）の属す

る年の２年前の１月１日から審査対象特定日の属する前年の１２月３１日までの２年間

に完成した本市発注工事について、各業者の工事種類ごとの市が評定した工事成績評定点

の平均により、次の表の付与点を審査点数に加えます。 

 

成績区分 60点未満 
60点以上 

65点未満 

65点以上 

75点未満 

75点以上 

80点未満 

80点以上 

85点未満 
85点以上 

付与点 －６０ －３０ ０ ２０ ４０ ６０ 

    注）審査対象特定日：毎年３月３１日、随時受付の場合は、受付日。 

 

（２）信用度 

審査対象特定日の前年の１月１日から１２月３１日までの１年間に市から指名停止又は

指名除外の措置を受けた業者は、次の項目ごとの評点を合計し、１００点を限度として審

査点数から減じます。ただし、指名停止又は指名除外の原因となった行為ごとの適用につ

いては、次の①～③に該当する項目の評点の合計と④の項目の評点のいずれか高い方、④

以外の項目のいずれにも該当しなかった場合は④の項目の評点を減じます。 

①贈賄事件に係るもの ： ―１００点 

②工事の安全成績に係るもの（市内の事故に限る） ： 次の表のとおりとします。 

 公衆災害 労務災害 

死亡 傷害 死亡 傷害 

市工事 ―１００ ―７０ ―７０ ―４０ 

一般工事 ―７０ ―４０ ―４０ ―２０ 

 

③談合に係るもの ： 次の表のとおりとします。なお、表中の役員等とは、法人にあっ

ては取締役、支店長又は営業所長等、個人事業にあっては個人又は支配人をいいます。

又使用人とは役員等以外の社員をいいます。 

 役員等 使用人 

市工事 ―１００ ―７０ 

一般工事 ―７０ ―４０ 

注）市工事とは市が発注機関である工事、一般工事は市工事以外の工事をいいます。 



④指名停止又は指名除外の期間を基準とするもの ： 次の表のとおりとします。 

指名停止の期間 減点 

６月以上 ―１００  

５月 ―８０  

４月 ―６０  

３月 ―４０  

２月以下 ―２０  

 

（３）消防団員雇用 

審査対象特定日の属する年の２月１日（随時受付の場合は受付日。以下「基準日」という。）

において、代表者又は基準日以前１ヶ月以上雇用している従業員が本市消防団に所属して

いる業者を対象に、すべての工種について次の表の付与点を審査点数に加えます。 

人数区分 付与点 

１人 １０  

２人 １５  

３人以上 ２０  

 

（４）防災協定締結 

基準日において、本市と災害等の発生時における支援活動について定めた協定（以下「防

災協定」という。）を締結している団体に加盟し、支援活動に一定の役割を担う業者を対象

に、すべての工種について１０点を審査点数に加えます。ただし、複数の団体に加盟して

いる場合でも、付与点は一律に１０点とします。 

 

（５）環境美化活動 

審査対象特定日の前年の１月１日から１２月３１日までの１年間に、市内の公共施設にお

いて、清掃及び美化活動（以下「活動」という。）を行った実績のある業者を対象に、す

べての工種について次の表の付与点を審査点数に加えます。ただし、対象となる活動は、

以下に該当するものとします。 

① 島原市愛護団体登録制度に基づく活動又は国、県が募集するボランティア活動に登

録して実施した活動とし、当該業者名で登録したもの。 

② 上記①の活動で、当該業者名での登録でないものについては、当該業者の従業員が

５名以上参加したことが確認できるもの。 

活動実績 付与点 

１～４回 ５  

５回以上 １０  

注１）公共施設とは河川、海岸、道路、港湾、漁港及び公園をいいます。 

注２）清掃及び美化活動とは清掃、除草、植栽及び植樹の維持管理をいいます。 


